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7月 （文月） JULY

21日・海の日

パブリック・コメント（意見公募）の略。行政機
関が政省令や通達などを制定する場合、内容
案を事前に公表し広く国民から意見を募集す
ること。平成17年の行政手続法の改正で手続き
が新設されました。最近の国税関係では、「法
人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取
扱い」が、パブコメ後に通達化されています。

国　税／6月分源泉所得税の納付 7月10日

国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月分）の納付

7月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日

国　税／所得税予定納税額第1期分の納付 7月31日

国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

7月31日

国　税／11月決算法人の中間申告 7月31日

国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）7月31日

地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日

労　務／障害者・高齢者・外国人雇用状況報告

7月15日

労　務／労働者死傷病報告（4月～6月分）7月31日

パブコメ

7 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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雇
用
保
険
関
係
の
各
種
助
成
金
が
改

正
さ
れ
て
、
本
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
主
な
改
正
点
は
、
①
七
〇

歳
以
上
ま
で
雇
用
す
る
継
続
雇
用
制
度

等
を
導
入
し
た
事
業
主
に
対
す
る
定
年

引
上
げ
等
奨
励
金
、
②
有
期
契
約
労
働

者
を
、
期
間
の
定
め
の
な
い
通
常
の
労

働
者
に
転
換
す
る
制
度
を
導
入
し
、
実

際
に
正
社
員
に
転
換
さ
せ
た
場
合
に
助

成
さ
れ
る
中
小
企
業
雇
用
安
定
化
奨
励

金
、
③
育
児
・
介
護
雇
用
安
定
等
助
成

金
を
短
時
間
勤
務
制
度
に
特
化
し
た
子

育
て
期
の
短
時
間
勤
務
支
援
コ
ー
ス
が

そ
れ
ぞ
れ
創
設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
で
す
。

受
給
で
き
る
事
業
主
及
び
支
給
額
等

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（1）

定
年
引
上
げ
等
奨
励
金

定
年
引
上
げ
等
奨
励
金
（
中
小
企
業

定
年
引
上
げ
等
奨
励
金
及
び
雇
用
環
境

整
備
助
成
金
）
が
、「
中
小
企
業
定
年
引

上
げ
等
奨
励
金
」、「
七
〇
歳
定
年
引
上

げ
等
モ
デ
ル
企
業
助
成
金
」
及
び
「
中

小
企
業
高
年
齢
者
雇
用
確
保
実
現
奨
励

金
」（
事
業
主
団
体
が
対
象
）
に
再
編
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
中
小
企
業
定
年
引
上
げ
等

奨
励
金
は
、
六
五
歳
以
上
へ
の
定
年
の

引
上
げ
ま
た
は
定
年
の
定
め
の
廃
止
の

場
合
に
加
え
、
希
望
者
全
員
を
七
〇
歳

以
上
の
年
齢
ま
で
雇
用
す
る
制
度
（
継

続
雇
用
制
度
）
を
導
入
し
た
場
合
に
も

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

新
制
度
に
よ
る
支
給
額
は
、
次
ペ
ー

ジ
表
の
と
お
り
で
す
。

（2）

中
小
企
業
雇
用
安
定
化
奨
励
金

中
小
企
業
雇
用
安
定
化
奨
励
金
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

本
奨
励
金
は
、
中
小
企
業
事
業
主
が
、

契
約
社
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
期

間
を
定
め
て
雇
用
し
て
い
る
（
有
期
契

約
）
労
働
者
を
、
新
た
に
通
常
の
労
働

者
（
以
下
、
正
社
員
と
い
う
）
と
し
て

転
換
す
る
制
度
を
就
業
規
則
な
ど
に
定

め
て
、
実
際
に
正
社
員
に
転
換
さ
せ
た

場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

①
　
支
給
対
象
事
業
主

次
の
要
件
を
満
た
し
た
雇
用
保
険

の
適
用
事
業
主
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

イ

新
た
に
有
期
契
約
労
働
者
を
正

社
員
に
転
換
さ
せ
る
制
度
（
転
換

制
度
）
を
労
働
協
約
ま
た
は
就
業

規
則
に
定
め
、
か
つ
、
そ
の
制
度

に
基
づ
い
て
一
人
以
上
を
正
社
員

に
転
換
さ
せ
た
こ
と
。

ロ

転
換
制
度
を
公
正
、
か
つ
、
適

正
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
な
ど
。

②
　
支
給
額

イ
　
転
換
制
度
導
入
事
業
主

新
た
に
転
換
制
度
を
導
入
し
、

か
つ
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
、

直
接
雇
用
す
る
有
期
契
約
労
働
者

を
正
社
員
と
し
て
一
人
以
上
転
換

さ
せ
た
場
合
に
、
一
事
業
主
に
つ

き
三
五
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

ロ
　
転
換
促
進
事
業
主

転
換
制
度
を
導
入
し
た
日
か
ら

三
年
以
内
に
、
直
接
雇
用
す
る
有

期
契
約
労
働
者
を
三
人
（
母
子
家

庭
の
母
等
に
つ
い
て
は
二
人
）
以

上
正
社
員
と
し
て
転
換
さ
せ
た
場

合
に
、
対
象
労
働
者
一
人
に
つ
き

一
〇
万
円
（
母
子
家
庭
の
母
等
は

一
五
万
円
）
が
一
〇
人
を
限
度
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

③
　
支
給
申
請

イ
の
場
合
は
、
対
象
労
働
者
に
正

社
員
と
し
て
一
カ
月
（
ロ
の
場
合
は

六
カ
月
）
分
の
基
本
給
を
支
給
し
た

日
の
翌
日
か
ら
一
カ
月
以
内
に
、
都

道
府
県
労
働
局
ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
申
請
し
ま
す
。

ち
な
み
に
、
中
小
企
業
雇
用
安
定
化

奨
励
金
と
試
行
雇
用
奨
励
金
、
中
小
企

業
雇
用
安
定
化
奨
励
金
と
同
一
の
事
由

に
よ
る
短
時
間
労
働
者
均
衡
待
遇
推
進

等
助
成
金
（
担
当
窓
口
は
（
財
）
21
世

紀
職
業
財
団
で
、
大
企
業
も
支
給
対
象
）

は
併
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
平
成
二

十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
転
換
制
度

を
定
め
て
い
る
場
合
も
、
本
奨
励
金
の

支
給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

（3）

育
児
・
介
護
雇
用
安
定
等
助
成
金

両
立
支
援
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
助
成
金
の

ひ
と
つ
で
あ
る
「
子
育
て
期
の
柔
軟
な

働
き
方
支
援
コ
ー
ス
」
が
平
成
二
十
年

三
月
末
で
廃
止
さ
れ
て
、
新
た
に
「
子

育
て
期
の
短
時
間
勤
務
支
援
コ
ー
ス
」

と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

改
正
に
よ
り
新
た
に
助
成
さ
れ
る
事

業
主
は
、
労
働
協
約
や
就
業
規
則
に
よ

り
短
時
間
勤
務
を
制
度
化
し
て
い
る
事

業
主
で
す
。
な
お
、
イ
及
び
ロ
の
要
件

を
同
時
に
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
　
支
給
対
象
事
業
主

以
降
の
助
成
金 
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イ

三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る

被
保
険
者
に
つ
い
て
、
短
時
間
勤

務
の
制
度
を
設
け
、
そ
の
被
保
険

者
に
対
し
そ
の
制
度
を
実
施
し
た

中
小
企
業
事
業
主

ロ

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
小
学

校
第
三
学
年
修
了
ま
で
の
子
を
養

育
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
短

時
間
勤
務
の
制
度
を
設
け
、
そ
の

被
保
険
者
に
対
し
そ
の
制
度
を
実

施
し
た
事
業
主
（
大
企
業
事
業
主

を
含
む
）

ハ

三
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養

育
す
る
被
保
険
者
、
三
歳
か
ら
小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
を
養
育
す
る
被
保
険
者
ま
た

は
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
小
学

校
第
三
学
年
修
了
ま
で
の
子
を
養

育
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
短

時
間
勤
務
の
制
度
を
設
け
た
中
小

企
業
事
業
主
で
あ
っ
て
、
短
時
間

勤
務
の
制
度
に
関
し
専
門
的
知
識

を
有
す
る
社
会
保
険
労
務
士
や
中

小
企
業
診
断
士
等
に
そ
の
制
度
の

利
用
促
進
に
つ
い
て
助
言
を
受
け
、

そ
の
制
度
を
利
用
し
た
被
保
険
者

が
最
初
に
生
じ
た
も
の

②
　
支
給
額

前
記
イ
及
び
ロ
の
支
給
額
は
、
下

表
の
と
お
り
（
従
前
額
と
同
じ
）
で
、

一
事
業
所
あ
た
り
五
年
間
で
延
べ
一

〇
人
が
上
限
、
ハ
に
あ
っ
て
は
三
〇

万
円
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
は
、（
財
）
21
世
紀
職

業
財
団
地
方
事
務
所
で
す
。

（4）

若
年
者
雇
用
促
進
特
別
奨
励
金

雇
用
失
業
情
勢
の
改
善
の
動
き
が
弱

い
地
域
に
所
在
す
る
事
業
所
で
雇
い
入

れ
が
行
わ
れ
た
場
合
の
支
給
額
が
、
次

の
と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

・
二
五
歳
以
上
三
〇
歳
未
満
の
場
合

…
二
〇
万
円
　→

　
三
〇
万
円

・
三
〇
歳
以
上
三
五
歳
未
満
の
場
合

…
三
〇
万
円
　→

　
四
五
万
円

（5）

試
行
雇
用
奨
励
金

本
奨
励
金
の
対
象
者
に
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
の
紹
介
に
よ
り
住
居
喪
失
不
安
定

就
労
者
を
三
カ
月
以
内
の
期
間
を
定
め

て
雇
い
入
れ
た
事
業
主
が
追
加
さ
れ
ま

し
た
。

（4）
、
（5）
の
問
い
合
わ
せ
先
は
、
都
道

府
県
労
働
局
で
す
。

以
下
の
助
成
金
は
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

①

雇
用
環
境
整
備
助
成
金
（
定
年
引

上
げ
等
奨
励
金
の
ひ
と
つ
）

②

中
小
企
業
職
業
相
談
委
託
助
成
金

（
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
の
ひ
と

つ
）

③

子
育
て
女
性
起
業
支
援
助
成
金

（
自
立
就
業
支
援
助
成
金
の
ひ
と
つ
）

④

建
設
業
需
給
調
整
機
能
強
化
促
進

助
成
金
（
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

の
ひ
と
つ
）

⑤

福
利
厚
生
助
成
金
（
人
材
確
保
等

支
援
助
成
金
の
ひ
と
つ
）

定年引上げ等奨励金 

育児・介護雇用安定等助成金 

定年年齢 企業規模 
（人） 

定年を65歳以上 
70歳未満に引き 
上げた場合 
 

定年の引上げ（70 
歳以上）または定 
年の定めを廃止し 
た場合 

希望者全員を70歳 
以上まで継続雇用 
する制度を導入し 
た場合 

左記以外 一般事業主行動計画の 
 策定・届出のない場合 
 

対象労働者が最初に生じた場合 

５年以内に２人目以降の 
対象労働者が生じた場合 

１～ ９ 

  10 ～ 99 

  100 ～ 300 

   １～ ９ 

   10 ～ 99 

  100 ～ 300 

 

60歳以上 

65歳未満 

65歳以上 

70歳未満 

40万円 

60万円 

80万円 

－ 

－ 

－ 

80万円 

120万円 

 160万円 

    40万円 

   60万円 

  80万円 

     40万円 

60万円 

   80万円 

     20万円 

     30万円 

     40万円 

 問い合わせ先は、独立行政法人都道府県高齢・障害者雇用支援機構です。 

50万円 

40万円 

 15万円 

10万円 

 

40万円 

30万円 

 

中小企業事業主 

上記以外 

中小企業事業主 

上記以外 
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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
方
法
と
し

て
、
納
付
書
（
現
金
）、
口
座
振
替
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
方
法
が
追
加

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
り
支
払
う
場
合
の
割
引
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

①
　
毎
月
払
い
に
す
る
場
合

毎
月
の
保
険
料
を
当
月
末
に
カ
ー
ド

会
社
に
立
て
替
え
て
も
ら
い
ま
す
。
こ

の
場
合
は
割
引
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
　
一
年
分
を
前
納
す
る
場
合

四
月
か
ら
一
年
分
の
保
険
料
を
ま
と

め
て
四
月
末
に
立
て
替
え
て
も
ら
い
ま

す
。
割
引
額
は
現
金
で
一
年
分
前
納
す

る
場
合
と
同
額
で
す
。

③
　
半
年
払
い

保
険
料
を
二
回
に
分
け
て
前
納
す
る

場
合
の
割
引
額
は
、
現
金
で
半
年
分
を

前
納
す
る
場
合
と
同
額
で
す
。

な
お
、
割
引
額
が
最
大
と
な
る
方
法

は
、口
座
振
替
で
前
納
し
た
場
合
で
す
。

保
険
料
の
支
払
方
法
が
拡
大

小学校就学の始期に達するまでの子を養育
する労働者は、事業主に申し出ることにより、
一年度において、有給休暇とは別に、労働者
１人につき５労働日（有給にするか無給にす
るか等については、就業規則等の定めるとこ
ろによるものとされ、翌年度への持ち越しは
できない)を限度として、負傷し、または疾
病にかかった子の世話（病院への付添い等を
含む）のための看護休暇を取得できます。
この休暇については、ケガ・病気の種類や

程度に特に制限はありませんので、子供が風
邪による発熱など短期間で治ゆする病気や慢
性疾患も休暇の対象となります。
事業主は、この申出があった場合は、事業

繁忙等いかなる理由があってもこれを拒むこ
とはできず、さらに、育児・介護休業と異な
り、休暇取得日を変更することもできません。
ちなみに、有期雇用の労働者であっても、

労働契約の残期間の長短にかかわらず、５労
働日の子の看護休暇を取得することができま
す。

子の看護休暇制度

保険料の追納額

被保険者または被保険者であった人（老齢

基礎年金の受給権者を除く)は、社会保険庁長

官が承認した日の属する月前10年以内の期間

に係る保険料全額免除期間、一部免除期間の

保険料について追納することができます（保

険料を滞納した人は除く)。

追納は、保険料免除を受けた期間の全部を

まとめてあるいは１カ月分とか１年分という

ようにその一部についても納付することがで

きます。ただし、その一部につき納付する必

要がないとされた保険料については、残余額

が納付されていることが要件です。

平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

での間に保険料を納付する際の納付額は、下

表のとおりです。

追納額 

全額免除 半額免除 

 平成10年４月～平成11年３月 

 平成11年４月～平成12年３月 

 平成12年４月～平成13年３月 

 平成13年４月～平成14年３月 

 平成14年４月～平成15年３月 

 平成15年４月～平成16年３月 

 平成16年４月～平成17年３月 

 平成17年４月～平成18年３月 

 

  16,590円 

  15,950円 

  15,320円 

  14,740円 

  14,180円 

  13,970円 

  13,770円 

  13,810円 

 

      －　 

      －　 

      －　 

      －　 

   7,090円 

 　6,980円 

 　6,880円 

 　6,910円 

 




